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議案第２２号 

 

琴浦町光ファイバーネットワーク施設利用条例の廃止について 

 

 別紙のとおり、琴浦町光ファイバーネットワーク施設利用条例を廃止す

ることについて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の

規定により、本議会の議決を求める。 

 

令和 ２ 年 ３ 月 ４ 日  提 出 

琴 浦 町 長  小 松 弘 明 

 

令和 ２ 年   月   日 

琴浦町議会議長  小 椋 正 和 
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令和２年琴浦町条例第  号 
 
   琴浦町光ファイバーネットワーク施設利用条例を廃止する条例 
 
琴浦町光ファイバーネットワーク施設利用条例(平成 16 年琴浦町条例第 151

号)は、廃止する。 
   附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 


